
（認定規則第7条第3項第3号（認定法第5条第6号、第8号及び第9号等に適合することを説明した書類））
新別表A(5)-1関係

1. 公益充実資金の前年度末明細

2. 公益充実資金の本年度末明細

円 円 円 円 円 円

3. 公益充実資金の積立内訳、積立基準額の算定値（中期的収支均衡の50%超繰入れ時用）

中期的収支均衡の観点で、50%を超えて繰入れをする際に使用する公益充実資金の各種算定値を確認します。

4. 公益充実資金と公益目的事業比率、使途不特定財産上限との関連値

公益目的事業比率及び使途不特定財産上限との関係で、公益充実資金における必要な値を確認します。

新別表A(5)-2関係

計

公益充実資金の明細

所要額 残高
前年度末

実施時期（年度）各資金の明細

積立限度額今期末残高積立額

円

当該事業年度開始日（西暦） 2025/4/1

本年度末

A
長期借入金返還時の赤字抑制

＋回収不能借賃補填

費用 2030 6,000,000 円 0

費用A

0
前期末残高 取崩額（合計値） 取崩額のうち資産取得分以外

0
各資金の明細

0
取崩額（個別）

0 円

所要額

円6,000,000

備考
0 0 6,000,000

実施時期（年度）

2030

支出までの残存期間 活動毎積立基準額（算定値） 積立基準額（算定値）

年

円

各資金の明細 期首積立内訳（算定値） 残り必要額（算定値）

費用A 0 6,000,000 円

円

6 1,000,000 円 1,000,000 円

各資金の明細 積立内訳（算定値、公益実施費用額に算入） 取崩内訳（公益実施費用額から控除）

A 費用 0 円 0

青年等就農支援事業（公益事業）　負債 4,400,000

想定しうる回収不能な高額賃料 1,600,000

特定の事業又は資産取得等の名称

当該活動の内容

計画期間（目的設定～実施）

所要額の算定方法

県農業公社公益充実資金A

長期借入金返還時の赤字抑制及び回収不能借賃補填のため

2026年1月～2030年4月◇◇◇月数（52月）

6,000,000


